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令和５年度一斉催告書の作製及び封入封緘業務委託仕様書 
  

 

１ 目 的 
本業務は、令和５年度の 7 月５日及び１１月１５日に行う一斉催告書（以下「催告書」という。）の発送

にあたり、催告書の印刷から印字用データの印字、印字済み催告書の封入封緘を含めた納品までの一連の作

業を委託し、効率的に滞納整理事務を行うことを目的とする。 

 

 

２ 業務指示・監督 
（１）本業務の実施に際しては、業務委託契約書及び本仕様書によることとし、次の各種法令、規則及び関連文書

に基づいて行う。 

  ア 千葉市契約規則 

  イ 千葉市入札契約に係る暴力団対策措置要綱 

  ウ その他関係法令 

（２）本業務受注者は、業務の遂行にあたり、千葉市と密接な連絡をとり、その指示及び監督を受けなければなら

ない。 

（３）受注者は、本業務上知り得た事項を第三者に漏洩してはならない。また「千葉市個人情報取扱特記事項」を

遵守し、委託作業中の個人情報については秘密保持のため万全の管理を行うものとする。 

（４）委託作業の実施にあたっては、個人情報の適正管理の実施を可能とし、納税管理課の担当職員が検収及び

催告書の確認を行うための円滑な作業を行うことの出来る場所を千葉市内に確保すること。 

（５）原則として再委託は禁止とする。 

 

 

３ 業務内容 
本業務の作業内容は、次のとおりとする。 

（１）催告書に係る通知書、明細書及び封筒の作製 

（２）印字用データの受け渡し 

（３）印字用データの出力（通知書及び明細書） 

（４）裁断、封入封緘 

（５）成果品の納品及び搬送 

 

 

（１） 催告書に係る通知書、明細書及び封筒の作製 

 ア 通知書の作製 

（ア）サイズ    裁断後にＡ４サイズとなっていること 

  （イ）紙質     上質紙５５ｋｇ（千葉市グリーン購入推進物品の対象となる商品） 

（ウ）刷色     １ｃ×０ｃ 

  （エ）デザイン   帳票レイアウトのとおり 

 （オ）予定枚数   ７月  市税等納付催告書 ３４，０６０枚、延滞金納付催告書 ２，３４０枚 

           １１月 市税等納付催告書 ３４，０６０枚、延滞金納付催告書 ２，３４０枚 

合計  市税等納付催告書 ６８，１２０枚 延滞金納付催告書 ４，６８０枚 

 

 イ 明細書の作製 

 （ア）サイズ    裁断後にＡ４サイズとなっていること 

  （イ）紙質     上質紙５５ｋｇ（千葉市グリーン購入推進物品の対象となる商品） 

（ウ）刷色     １ｃ×０ｃ 

  （エ）デザイン   帳票レイアウトのとおり 

 （オ）予定枚数   ７月  未納金額明細書  ３８，２２０枚 

１１月 未納金額明細書  ３８，２２０枚 

           合計  未納金額明細書  ７６，４４０枚 
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ウ 封筒の作製 

（ア）サイズ    １１０ × ２２２mm（エコ窓２箇所） 

 （イ）紙質     再生カラークラフト（８５g）黄色 

           裏文字入（裏地紋） 

 （ウ）貼り方    カマス貼り 

 （エ）ＧＴ折線 

 （オ）縦入れ 

 （カ）デザイン   帳票レイアウトのとおり（区内特別の有無で２種類） 

 （キ）予定枚数   ７月  ３６，４００枚 

１１月 ３６，４００枚 

           合計  ７２，８００枚（未使用分は成果品とともに納品すること） 

 

 ※上記の他、通知書、明細書及び封筒の詳細については、別途協議する。 

 

（２）印字用データの受け渡し 

   提供する印字用データを記録した磁気媒体を使用する。媒体の概要及び受け渡し方法等は次のとおりとする。 

ア 磁気媒体の概要 

（ア）磁気媒体の形状 

ＣＤ－Ｒ 

（イ） データの形式 

ＣＳＶレコード、テキスト形式 

※文字コードは、「ＵｎｉｃｏｄｅJEF」（外字データ有） 

詳細については別添「外部提供データのレコード定義」のとおりとする。 

   （ウ）暗号化の有無 

      有 

      ※磁気媒体情報の詳細については、契約締結後、別途通知する。 

 

 イ 受け渡し方法 

   必ず受注者の指定する搬送要員（以下、「搬送要員」とする。）と千葉市の指定する職員との間で、受け渡しを 

行い、運搬については、搬送要員が行うこととし、詳細については、次のとおりとする。 

（ア） 受け渡し場所 

千葉市役所新庁舎高層棟６階 納税管理課 

（イ）  受け渡しの手順 

ａ 受注者が作成したデータ受領書の搬送者欄に、受領印の押印または搬送要員の署名をし、千葉市保 

管分を控えとして千葉市職員へ渡す。 

b 搬送要員は、直ちに、受け取った磁気媒体（CD－R）を受注者にて用意した鍵付きジュラルミンケース 

に格納する。 

（ウ）  受け渡しの日時（予定） 

第１回 令和５年 ６月１９日（月） 

第２回 令和５年１０月３０日（月） 

（エ） 受け渡しに伴う搬送体制 

ａ 当該搬送は、受注者搬送要員が受注者車両で行い、受け渡し場所と受注者事業所間を直行直帰 

すること。 

ｂ 当該搬送に使用する車両は、車外から容易に荷物室内が視認できぬよう措置を講ずるとともに、衝 

突事故等発生時において搬送物が容易に車外に飛散しないよう必要な対策を講ずること。 

また、搬送中は必ず荷物室ドアを施錠すること。 

C 搬送に際しては、盗難及び紛失のないよう最善の注意を払うとともに、交通法規及びその他の法令を 

遵守すること。 

  

 （３） 印字用データの出力（通知書及び明細書） 

ア 印字確認 

      すべての帳票（３種類）において、千葉市が作成したテスト用のデータによって、外字出力、カスタマー 
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バーコード出力、印字位置、印字濃度の出力結果を千葉市へ報告し、可否を確認すること。また、千葉 

市が可とするまで、出力結果を報告する。 

   イ データの出力 

      受注者は、千葉市から受領した本番用データが記録されている磁気媒体によって、印字を行う。 

 

 （４） 裁断、封入封緘 

    受注者は、印字した催告書を、Ａ４サイズに裁断し、マッチングを行ったうえ、作製した専用の窓あき封筒 

に封入・封緘する。これは３（３）アおよびイについて同様に行う。 

  

（５） 成果品の納品・搬送 

     受注者は、上記３（４）で処理された成果品について、一定の数量ごとに段ボールに入れ封をし、その外側 

    の見やすい箇所に品名・内容数量・納入年月日・発送連番を記入し、千葉市役所６階・納税管理課まで搬送

し、納品すること。この際に、以下のものをあわせて提示することとする。 

 ・成果品の種類別件数表（様式は契約締結後、別途協議する） 

 ・千葉市から受領した磁気媒体 

 

 

４ 納品日 
（１） 上記３（１）の催告書に係る通知書、明細書及び封筒の作製（データ印字前。ただし、催告書の未確定箇所 

については確定後に印字する。）まで処理された成果品 

令和５年 ７月 ３日（月）  

（２） 上記３（２）～（４）まで処理された成果品  

第１回 令和５年 ７月 ３日（月） 

第２回 令和５年１１月１３日（月） 

   

 

５ 委託料 
（１）  委託料 

ア 通知書、明細書及び封筒の作製及び成果物の納品・搬送 

     ３（３）及び（４）以外に規定する業務で、これらの業務に要する経費に相応する部分は総価契約とする。 

イ 封入封緘・印字 

     ３（３）及び（４）に規定する業務で、これらの業務に要する経費に相応する部分は単価契約とする。 

 （２） 委託料の支払い 

総価部分については第 1回の成果品納品・搬送後に支払い、単価部分については各回の成果品納品・搬

送後に支払う。 

 

６ 作業要件 
（１） 作業体制 

    受注者は、本業務の遂行に際して、責任を明確化するため、以下の担当者を定め、千葉市へ報告するこ 

     と。 

ア 業務責任者 

本業務に従事する作業員を指示・監督し、千葉市とのスケジュール調整やトラブル対応等にあたる管理能 

力と権限を有する従業員。 

   イ 個人情報管理責任者 

千葉市から預託されたデータ・媒体等の保管・管理に関して責任と権限を有する従業員。 

※所定の様式「個人情報管理責任者及び研修実施計画等報告書」にて報告すること。 

   ウ 作業責任者 

作業場所における作業グループのリーダー。作業従事者の指揮・統括を行う能力と権限を有する従業員。 

（２） 作業場所 

    本業務の作業実施場所は、あらかじめ千葉市へ作業場所の届出を行い、受注者の事業所内に受注者の 

    負担により確保するものとする。 
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※所定の様式「庁舎外作業承諾願」にて届出すること。 

（３） 契約不適合責任 

    委託契約書第２４条に記載のとおりとする。 

（４） 委託処理により生じたものの権利の帰属 

    本委託処理により生じた成果物の権利は千葉市に帰属する。 

（５） その他 

    印字用データについては、千葉市が用意した磁気媒体により貸与する。印刷に係る資源（インクやトナー 

等）、作業場所、運搬ケース、運搬車両等業務に必要な費用はすべて受注者の負担とする。 

 

７ 業務検査 
（１） 随時検査 

   上記３（5）納品時に受注者は、千葉市が印字用ＣＳＶデータから算出した数量と、受注者が印字システム等

から出力する書面により算出した数量とを確認し、納品数量を納品書とは別に報告する。（以下「納品報告」

とする。）千葉市は、千葉市で把握する印字用ＣＳＶデータから算出した数量と納品報告の数量との突合及

び受注者の納品書等の目視確認により検査を行う。検査に合格しない場合、受注者は再出力を行う。 

 

（２） その他 

    履行期間中、千葉市は受注者作業場所において立会い検査を行うことができる。 

 

８ 情報資産の取扱い 
（１） 受注者要件 

   受注者は、プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステムに係る国際規格並びに品質管理の

認証を取得し、もしくは同等の対応をしており、その他個人情報保護対策を講じていること。 

 

（２） 個人情報保護 

    受注者は、本業務上知り得た事項を第三者に漏えいしてはならない。また、千葉市の「個人情報取扱特記 

 事項」を遵守し、個人情報に関する貸与品については、データの秘密保持に万全の管理を行うものとする。 

 

（３） 情報セキュリティに関する規程の遵守 

   受注者は、本業務の実施に際しては、千葉市情報セキュリティポリシーに定める基準を満たす情報セキュリ 

ティに関する規程を整備し、遵守しなければならない。なお、千葉市情報セキュリティポリシーのうち、「千葉

市情報セキュリティ対策基準」については、非公開資料であるため、契約締結後に必要に応じて提示する。 

 

（４） 千葉市による事故等の公表 

      情報セキュリティに関する事件、事故等が発生した場合には、千葉市が住民に対し適切な説明責任を果た

すため、当該事故の内容を必要に応じてホームページ等により公表する。 


